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○

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
（
抄
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
用
語
は
左
の
例
に
よ
る
。

②

防
火
対
象
物
と
は
、
山
林
又
は
舟
車
、
船
き
よ
若
し
く
は
ふ
頭
に
繋
留
さ
れ
た
船
舶
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
属
す
る
物
を
い
う
。

③

消
防
対
象
物
と
は
、
山
林
又
は
舟
車
、
船
き
よ
若
し
く
は
ふ
頭
に
繋
留
さ
れ
た
船
舶
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
又
は
物
件
を
い
う
。

④

関
係
者
と
は
、
防
火
対
象
物
又
は
消
防
対
象
物
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
を
い
う
。

⑤

関
係
の
あ
る
場
所
と
は
、
防
火
対
象
物
又
は
消
防
対
象
物
の
あ
る
場
所
を
い
う
。

⑥

舟
車
と
は
、
船
舶
安
全
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
船
舶
、
端
舟
、
は
し
け
、
被
曳
船
そ
の
他
の
舟
及
び
車
両
を
い
う
。

⑦

危
険
物
と
は
、
別
表
第
一
の
品
名
欄
に
掲
げ
る
物
品
で
、
同
表
に
定
め
る
区
分
に
応
じ
同
表
の
性
質
欄
に
掲
げ
る
性
状
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

⑧

消
防
隊
と
は
、
消
防
器
具
を
装
備
し
た
消
防
吏
員
若
し
く
は
消
防
団
員
の
一
隊
又
は
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
十
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
の
航
空
消
防
隊
を
い
う
。

⑨

救
急
業
務
と
は
、
災
害
に
よ
り
生
じ
た
事
故
若
し
く
は
屋
外
若
し
く
は
公
衆
の
出
入
す
る
場
所
に
お
い
て
生
じ
た
事
故
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
災
害
に

よ
る
事
故
等
」
と
い
う
。
）
又
は
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
災
害
に
よ
る
事
故
等
に
準
ず
る
事
故
そ
の
他
の
事
由
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
傷
病
者

の
う
ち
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
場
所
へ
緊
急
に
搬
送
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
を
、
救
急
隊
に
よ
つ
て
、
医
療
機
関
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
関
を
い

う
。
第
七
章
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
場
所
に
搬
送
す
る
こ
と
（
傷
病
者
が
医
師
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
緊
急
や
む
を
得
な

い
も
の
と
し
て
、
応
急
の
手
当
を
行
う
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

第
十
七
条

学
校
、
病
院
、
工
場
、
事
業
場
、
興
行
場
、
百
貨
店
、
旅
館
、
飲
食
店
、
地
下
街
、
複
合
用
途
防
火
対
象
物
そ
の
他
の
防
火
対
象
物
で
政
令
で
定
め

る
も
の
の
関
係
者
は
、
政
令
で
定
め
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
、
消
防
用
水
及
び
消
火
活
動
上
必
要
な
施
設
（
以
下
「
消
防
用
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
消
火
、
避
難
そ
の
他
の
消
防
の
活
動
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
を
有
す
る
よ
う
に
、
政
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
、
設
置
し
、
及
び
維

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

市
町
村
は
、
そ
の
地
方
の
気
候
又
は
風
土
の
特
殊
性
に
よ
り
、
前
項
の
消
防
用
設
備
等
の
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
政
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定

の
み
に
よ
つ
て
は
防
火
の
目
的
を
充
分
に
達
し
難
い
と
認
め
る
と
き
は
、
条
例
で
、
同
項
の
消
防
用
設
備
等
の
技
術
上
の
基
準
に
関
し
て
、
当
該
政
令
又
は
こ

れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
と
異
な
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

第
一
項
の
防
火
対
象
物
の
関
係
者
が
、
同
項
の
政
令
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
又
は
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て

設
置
し
、
及
び
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
消
防
用
設
備
等
に
代
え
て
、
特
殊
の
消
防
用
設
備
等
そ
の
他
の
設
備
等
（
以
下
「
特
殊
消
防
用
設
備
等
」
と
い

う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
消
防
用
設
備
等
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
関
係
者
が
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
す
る
特
殊
消
防
用

設
備
等
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
設
備
等
設
置
維
持
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
つ
て
設
置
し
、
及
び
維
持
す
る
も
の
と
し
て
、
総
務
大
臣
の

認
定
を
受
け
た
も
の
を
用
い
る
場
合
に
は
、
当
該
消
防
用
設
備
等
（
そ
れ
に
代
え
て
当
該
認
定
を
受
け
た
特
殊
消
防
用
設
備
等
が
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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○

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
（
抄
）

（
消
火
器
具
に
関
す
る
基
準
）

第
十
条

消
火
器
又
は
簡
易
消
火
用
具
（
以
下
「
消
火
器
具
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一

別
表
第
一
（
一
）
項
イ
、
（
二
）
項
、
（
六
）
項
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
及
び
ロ
、
（
十
六
の
二
）
項
、
（
十
六
の
三
）
項
、
（
十
七
）
項
並
び
に
（
二
十
）

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

二

別
表
第
一
（
一
）
項
ロ
、
（
三
）
項
か
ら
（
五
）
項
ま
で
、
（
六
）
項
イ
⑷
、
ハ
及
び
ニ
、
（
九
）
項
並
び
に
（
十
二
）
項
か
ら
（
十
四
）
項
ま
で
に
掲

げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

三

別
表
第
一(
七)
項
、(

八)

項
、(

十)

項
、
（
十
一
）
項
及
び
（
十
五
）
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
、
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
で
、
少
量
危
険
物
（
危
険
物
の
う
ち
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令

（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
で
指
定
数
量
未
満
の
も
の
を
い
う
。
）
又
は
指
定
可
燃
物

（
同
令
別
表
第
四
の
品
名
欄
に
掲
げ
る
物
品
で
、
同
表
の
数
量
欄
に
定
め
る
数
量
以
上
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の

五

前
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
以
外
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
建
築
物
の
地
階
（
地
下
建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
各
階
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
無
窓

階
（
建
築
物
の
地
上
階
の
う
ち
、
総
務
省
令
で
定
め
る
避
難
上
又
は
消
火
活
動
上
有
効
な
開
口
部
を
有
し
な
い
階
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
三
階
以
上

の
階
で
、
床
面
積
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
消
火
器
具
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
は
、
防
火
対
象
物
の
用
途
、
構
造
若
し
く
は
規
模
又
は
消
火
器
具
の
種
類
若
し
く
は
性
能
に
応
じ
、

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
表
第
二
に
お
い
て
そ
の
消
火
に
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
消
火
器
具
を
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
酸
化
炭
素

又
は
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
（
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
放
射
す
る
消
火
器
は
、
別
表
第
一
（
十
六
の
二
）
項
及
び
（
十
六
の
三
）
項
に
掲
げ
る
防

火
対
象
物
並
び
に
総
務
省
令
で
定
め
る
地
階
、
無
窓
階
そ
の
他
の
場
所
に
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

二

消
火
器
具
は
、
通
行
又
は
避
難
に
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
使
用
に
際
し
て
容
易
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
箇
所
に
設
置
す
る
こ
と
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
屋
内
消
火
栓
設
備
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
、
不
活
性
ガ
ス
消

火
設
備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
又
は
粉
末
消
火
設
備
を
次
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
若
し
く
は
第

十
八
条
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
消
火
器
具
の
設
置
個
数
を
減
少
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
―
第
三
条
、
第
三
条
の
三
、
第
四
条
、
第
四
条
の
二
の
二
―
第
四
条
の
三
、
第
六
条
、
第
九
条
―
第
十
四
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一

条
―
第
二
十
九
条
の
三
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
四
条
の
四
―
第
三
十
六
条
関
係
）

（
一
）

イ

劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
又
は
観
覧
場

ロ

公
会
堂
又
は
集
会
場

（
二
）

イ

キ
ャ
バ
レ
ー
、
カ
フ
ェ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

ロ

遊
技
場
又
は
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル

ハ

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定

す
る
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
を
営
む
店
舗
（
ニ
並
び
に
（
一
）
項
イ
、
（
四
）
項
、
（
五
）
項
イ
及
び
（
九
）
項
イ
に
掲
げ
る
防

火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
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ニ

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
遊
興
の
た
め
の
設
備
又
は
物
品
を
個
室
（
こ
れ
に
類
す
る
施
設
を
含
む
。
）
に
お
い
て
客
に
利
用

さ
せ
る
役
務
を
提
供
す
る
業
務
を
営
む
店
舗
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

（
三
）

イ

待
合
、
料
理
店
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

ロ

飲
食
店

（
四
）

百
貨
店
、
マ
ー
ケ
ツ
ト
そ
の
他
の
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
又
は
展
示
場

（
五
）

イ

旅
館
、
ホ
テ
ル
、
宿
泊
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

ロ

寄
宿
舎
、
下
宿
又
は
共
同
住
宅

（
六
）

イ

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

⑴

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
病
院
（
火
災
発
生
時
の
延
焼
を
抑
制
す
る
た
め
の
消
火
活
動
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

る
体
制
を
有
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

診
療
科
名
中
に
特
定
診
療
科
名
（
内
科
、
整
形
外
科
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
診
療
科

(ⅰ)
名
を
い
う
。
⑵

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

(ⅰ)

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
又
は
同
項
第
五
号
に
規
定

(ⅱ)
す
る
一
般
病
床
を
有
す
る
こ
と
。

⑵

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
診
療
所

診
療
科
名
中
に
特
定
診
療
科
名
を
有
す
る
こ
と
。

(ⅰ)

四
人
以
上
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

(ⅱ)
⑶

病
院
（
⑴
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
診
療
所
（
⑵
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
又
は
入
所
施
設
を
有
す
る
助
産
所

⑷

患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
な
い
診
療
所
又
は
入
所
施
設
を
有
し
な
い
助
産
所

ロ

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

⑴

老
人
短
期
入
所
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律

第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
状
態
区
分
が
避
難
が
困
難
な
状
態
を
示
す
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定

め
る
区
分
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
を
主
と
し
て
入
居
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、

有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
を
主
と
し
て
入
居
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
老
人
福

祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
老
人
短
期
入
所
事
業
を
行
う
施
設
、
同
条
第

五
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
を
行
う
施
設
（
避
難
が
困
難
な
要
介
護
者
を
主
と
し
て
宿
泊
さ
せ
る
も
の

に
限
る
。
）
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

⑵

救
護
施
設

⑶

乳
児
院

⑷

障
害
児
入
所
施
設

⑸

障
害
者
支
援
施
設
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
で
あ
つ
て
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
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障
害
支
援
区
分
が
避
難
が
困
難
な
状
態
を
示
す
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
避
難
が
困
難

な
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
を
主
と
し
て
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
若

し
く
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
施
設
（
避
難
が
困
難
な
障
害
者
等
を
主
と
し
て
入
所
さ
せ
る
も
の

に
限
る
。
ハ
⑸
に
お
い
て
「
短
期
入
所
等
施
設
」
と
い
う
。
）

ハ

次
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

⑴

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
ロ
⑴
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
老
人
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
ロ
⑴
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
施
設
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
を
行
う
施
設
（
ロ
⑴
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

⑵

更
生
施
設

⑶

助
産
施
設
、
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童
自
立
支
援
施
設
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ

ー
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
一
時
預
か
り
事
業
又
は
同
条
第

九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

⑷

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
心
理
治
療
施
設
又
は
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援

若
し
く
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
施
設
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）

⑸

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
支
援
施
設
（
ロ
⑸
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
福
祉

ホ
ー
ム
又
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介

護
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行

支
援
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
若
し
く
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
施
設
（
短

期
入
所
等
施
設
を
除
く
。
）

ニ

幼
稚
園
又
は
特
別
支
援
学
校

（
七
）

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
大
学
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
も
の

（
八
）

図
書
館
、
博
物
館
、
美
術
館
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

（
九
）

イ

公
衆
浴
場
の
う
ち
、
蒸
気
浴
場
、
熱
気
浴
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

ロ

イ
に
掲
げ
る
公
衆
浴
場
以
外
の
公
衆
浴
場

（
十
）

車
両
の
停
車
場
又
は
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
の
発
着
場
（
旅
客
の
乗
降
又
は
待
合
い
の
用
に
供
す
る
建
築
物
に
限
る
。
）

（
十
一
）

神
社
、
寺
院
、
教
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

（
十
二
）

イ

工
場
又
は
作
業
場

ロ

映
画
ス
タ
ジ
オ
又
は
テ
レ
ビ
ス
タ
ジ
オ

（
十
三
）

イ

自
動
車
車
庫
又
は
駐
車
場

ロ

飛
行
機
又
は
回
転
翼
航
空
機
の
格
納
庫

（
十
四
）

倉
庫

（
十
五
）

前
各
項
に
該
当
し
な
い
事
業
場
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（
十
六
）

イ

複
合
用
途
防
火
対
象
物
の
う
ち
、
そ
の
一
部
が
（
一
）
項
か
ら
（
四
）
項
ま
で
、
（
五
）
項
イ
、
（
六
）
項
又
は
（
九
）
項
イ

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

ロ

イ
に
掲
げ
る
複
合
用
途
防
火
対
象
物
以
外
の
複
合
用
途
防
火
対
象
物

（
十
六
の
二
）

地
下
街

（
十
六
の
三
）

建
築
物
の
地
階
（
（
十
六
の
二
）
項
に
掲
げ
る
も
の
の
各
階
を
除
く
。
）
で
連
続
し
て
地
下
道
に
面
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
と
当
該

地
下
道
と
を
合
わ
せ
た
も
の
（
（
一
）
項
か
ら
（
四
）
項
ま
で
、
（
五
）
項
イ
、
（
六
）
項
又
は
（
九
）
項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象

物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
十
七
）

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
つ
て
重
要
文
化
財
、
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
、
史
跡
若
し
く

は
重
要
な
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
、
又
は
旧
重
要
美
術
品
等
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
規
定
に

よ
つ
て
重
要
美
術
品
と
し
て
認
定
さ
れ
た
建
造
物

（
十
八
）

延
長
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ア
ー
ケ
ー
ド

（
十
九
）

市
町
村
長
の
指
定
す
る
山
林

（
二
十
）

総
務
省
令
で
定
め
る
舟
車

備
考一

二
以
上
の
用
途
に
供
さ
れ
る
防
火
対
象
物
で
第
一
条
の
二
第
二
項
後
段
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
複
合
用
途
防
火
対
象
物
以
外
の
防
火
対
象
物
と
な
る
も

の
の
主
た
る
用
途
が
（
一
）
項
か
ら
（
十
五
）
項
ま
で
の
各
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
防
火
対
象
物
は
、
当
該
各
項
に
掲

げ
る
防
火
対
象
物
と
す
る
。

二

（
一
）
項
か
ら
（
十
六
）
項
ま
で
に
掲
げ
る
用
途
に
供
さ
れ
る
建
築
物
が
（
十
六
の
二
）
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
内
に
存
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の

建
築
物
は
、
同
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
部
分
と
み
な
す
。

三

（
一
）
項
か
ら
（
十
六
）
項
ま
で
に
掲
げ
る
用
途
に
供
さ
れ
る
建
築
物
又
は
そ
の
部
分
が
（
十
六
の
三
）
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
部
分
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
建
築
物
又
は
そ
の
部
分
は
、
同
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
部
分
で
あ
る
ほ
か
、
（
一
）
項
か
ら
（
十
六
）
項
に
掲

げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
で
も
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

四

（
一
）
項
か
ら
（
十
六
）
項
ま
で
に
掲
げ
る
用
途
に
供
さ
れ
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
又
は
そ
の
部
分
が
（
十
七
）
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
該

当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
又
は
そ
の
部
分
は
、
同
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
あ
る
ほ
か
、
（
一
）
項
か
ら

（
十
六
）
項
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
で
も
あ
る
も
の
と
み
な
す
。


